
 

船舶事故調査報告書 

令和元年６月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 衝突 

発生日時 平成３０年９月２６日 ０１時４２分ごろ 

発生場所 三重県鳥羽市答
とう

志
し

漁港北西方沖  

 伊勢湾第４号灯標から真方位２４１°２.３海里付近 

 （概位 北緯３４°３９.０′ 東経１３６°４８.０′） 

事故の概要  貨物船第十八文
ぶん

栄
えい

丸は、北進中、また、漁船菊
きく

丸は、漂泊中、両船

が衝突した。 

事故調査の経過 平成３０年９月２７日、主管調査官（横浜事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 第十八文栄丸、２０２トン 

   １３２７６５、文殊汽船株式会社 

Ｂ 漁船 菊丸、８.５トン 

ＭＥ２－５３３８（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ、五級（航海） 

機関長Ａ、四級（航海）、四級（機関） 

Ｂ 船長Ｂ、一級小型・特殊・特定 

 負傷者 なし 

 損傷 Ａ 右舷船首部外板に擦過傷 

Ｂ 左舷船側部外板及び船底外板に亀裂 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 ４、視界 良好 

海象：波向 北西、波高 約１ｍ  

事故の経過 Ａ船は、船長Ａ、機関長Ａ及び航海士１人が乗り組み、法定灯火を

表示し、機関長Ａが単独で船橋当直に就き、北進中、機関長Ａが、船

首方に白色点滅灯の灯光及び同灯光の右方に赤色点滅灯の灯光を認

め、両灯光に意識を向け、Ｂ船に気付かずに赤色点滅灯を左舷に見て

通過しようと右転したところ、Ｂ船と衝突した。 

Ａ船は、本事故当時、法令に定められている甲板部の航海当直に係

る職員が１人不足した状態で運航していた。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、マスト頂部に紅色全周灯及び船

首部に赤色点滅灯をそれぞれ点灯し、さわら
．．．

流し網の一端の赤色点滅

灯にロープをつなぎ、船首を北西方に向け、機関を停止して漂泊して

いた。 

Ｂ船は、船長Ｂが、操舵室の椅子に座り、船首方の流し網の張り具

合を見ながら漂泊を続けていたところ、間近に左舷船尾方から接近す

るＡ船を認め、操舵室の右舷側に逃げたとき、Ａ船と衝突した。 

Ｂ船は、本事故当時、航海灯を表示していなかった。 



 

分析  

 

 Ａ船は、北進中、機関長Ａが、船首方の流し網漁の白色点滅灯の灯

光及び同灯光の右方に赤色点滅灯の灯光を認めた際、両灯光に意識を

向けながら航行したことから、Ｂ船に気付かずに赤色点滅灯を左舷に

見て通過しようと右転し、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、漂泊中、船長Ｂが、船首方の流し網の張り具合を見ながら

漂泊を続けたことから、Ａ船が間近に接近するまで気付かず、Ａ船と

衝突したものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、Ａ船が北進中、Ｂ船が漂泊中、機関長Ａが、船首

方に流し網漁の白色点滅灯の灯光及び同灯光の右方に赤色点滅灯の灯

光を認めた際、両灯光に意識を向けながら航行したため、Ｂ船に気付

かずに赤色点滅灯を左舷に見て通過しようと右転し、また、船長Ｂ

が、船首方の流し網の張り具合を見ながら漂泊を続けたため、Ａ船が

間近に接近するまで気付かず、両船が衝突したものと考えられる。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・航行中は、船首方のみに意識を向けることなく、また、目視だけ

でなくレーダー等の航海計器を適切に使用して見張りを行うこ

と。 

・漂泊中であっても、船尾方を含む全周に渡って適切な見張りを行

うこと。 

・法令に定められている甲板部の航海当直に係る定員を乗船させて

運航すること。 

・夜間、法定灯火を表示すること。 
 


